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※集合注射ご利用の場合、注射済票は会場の動物病院で発行されます。 

 

※このお知らせは、令和８年２月末現在の登録情報をもとに作成しています。登録情報の変更

がある場合は、マイクロチップの登録情報を変更してください（鑑札がある場合は、「狂犬病予

防注射の通知書兼領収書」のＣ票に赤で二重線を引き、訂正してください。 

 

※犬の健康状態により接種が延期された場合、「接種の実施が困難である」旨の診断書（猶予証

明）を獣医師に発行してもらってください。 

 

※狂犬病予防接種の法定接種期間は４月から６月です。 

 

令和８年３月発行 
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※注射済票は申請後、２週間ほどで品川区保健所から郵送されます。 

※電子申請の場合、交付手数料と別に郵送料１１０円がかかります。 

動物病院で個別に狂犬病予防注射を接種後、注射済票の交付申請を区の窓口で行ってく

ださい。集合注射と注射料金が異なることがありますので、ご注意ください。 

          フンをしてしまったら、必ず持ち帰りましょう。 
 

          トイレは、散歩前に家ですませましょう。 
 

          リードで必ずつなぎましょう。 

犬と散歩をするときの３つのルール 


